
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度 

環境活動レポート 

（対象期間：平成 26 年 1 月～平成 26 年 12 月） 
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1.事業内容 

 

1-1 事業者及び代表者 

坂田通商株式会社 

代表取締役 坂田 賢 

 

1-2 対象範囲及び所在地 

〒939-0302 

富山県射水市大江 90番地 

TEL：0766-54-6589 

FAX：0766-54-6569 

 

1-3 環境管理責任者及び連絡先 

環境管理責任者 米田 陽 

連絡先 0766-54-6589 

 

1-4 事業内容 

金属リサイクル業・産業廃棄物収集運搬業 

 

1-5 事業規模 

(１) 設立 平成 20年 8月 1日 

(２) 資本金 1,000万円 

(３) 事業推移 

 

 

 

（１） 

項 目 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

売上高（百万円） 150 180 381 

従業員数 8名 9名 9名 

敷地面積（㎡） 2,644 2,644 2,644 

取扱量(ton) 1,030 1,080 2,290 



1-6 許認可 

 

〈産業廃棄物収集運搬〉 富山県 許可番号 01606153415 

   許可品目（廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属く

ず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類） 

   許可年月日 平成 27年 3月 25日  有効期限 平成 32年 3月 24日 

   

 古物商 富山公安委員会 第 501230008150 

 

 

1-7 処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 

（２） 

工場発生金属屑 工場発生 プラスチック 

坂田通商株式会社（収集・分別） 

金属再生メーカー プラスチック再生メーカー 廃棄物処理 



1-8 運搬・重機 

運搬車輌 

２ｔトラック １台 

ユニック 2台 

ヒアブ １台 

ダンプ１台 

 

フォークリフト 

3.5ｔ 1台  ３ｔ 1台 

2.5ｔ 1台  1.5ｔ 1台 

 

重機 

コベルコ 小型ショベル１台 

コベルコ 4.5油圧ショベル１台 

    

  トラックスケール（50ｔ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 

 



2.環境方針 

 

坂田通商株式会社 環境方針 

 

「基本理念」 

 

坂田通商株式会社は金属リサイクル業者として環境保全を推進し顧客、地域に貢

献する。 

 

「行動方針」 

 

1. 二酸化炭素排出量の削減に努めます。 

 

2. 廃棄物の適正処理及び再資源化に努めます。 

 

3. 全社員に環境に関しての教育を行い、環境保全の意識を高めます。 

 

4. 排出業者に情報を提供しリサイクル量の拡大に努めます。 

 

5. 水の使用量削減に努めます。 

 

6. 文房具等のグリーン購入に努めます。 

 

7. 環境関連法律、その他規則を遵守します。 

 

8. この環境方針を全ての従業員に周知致します。 

 

制定：平成 26 年 4 月 1 日 

坂田通商株式会社 

代表取締役 坂田 賢 

 

 

（４） 



3.エコアクション２１組織図 

 

平成 27年 4月１日現在 

職 名 役 割 

代表者 

 

 

環境方針を策定 

環境管理責任者を任命 

エコアクション２１の総合評価の見直し 

環境管理責任者 

 

エコアクション２１に係るすべての事項の統括 

目標達成状況及び対策の指示 

事務部門 環境管理責任者の補佐 

エコアクション２１に係るデータ収集及び管理 

現場責任者 決定事項に基づき、現場を統括 

一般従業員 エコアクション 21に関わる積極的な参加 
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4.環境活動計画 

 

 

方針 目標 目標達成手段 

二酸化炭素 

排出量削減 

電力の削減 

金属分別合理化 

空調温度の適正化（冷房 28℃暖房 20℃） 

節約シールの貼り付け 

自動車燃費量の

削減 

効率的なルートでの収集 

エリア別営業の見直し 

アイドリングストップ 

急加速・急停車の防止 

産廃物 

排出量削減 

一般作業廃棄物 印刷物の削減 

シュレッダー廃紙のリサイクル化 

産業廃棄物 リサイクル業者の開拓 

作業ミスによる廃棄量の削減 

排水量 

削減 

水道水の削減 蛇口付近に節水協力のポップ貼り付け 

全体会議での呼びかけ 

環境配慮 

資材購入 

事務用品の 

グリーン購入 

グリーン購入対象品目調査 

情報提供 
排出事業者への 

情報提供 

営業先での声かけ 
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5.環境実績とその目標 

環境目標値 

目標 2013年 

（基準年度） 

2014年度 2015年度 2016年度 

電力の二酸化炭素排出量

（kg-CO2） 

13,767 13,078 

95％ 

13,354 

90％ 

13,216 

85％ 

自動車燃料の二酸化炭素排

出量（kg-CO2） 

50,761 

 

49,746 

98％ 

48,731 

96％ 

47,715 

94％ 

産業廃棄物の削減 (kg) 3,569 3,391 

95％ 

3212 

90％ 

3,034 

85％ 

総排水量 － 節水活動 

※節水シールなどに

よる意識向上 

節水活動 

※節水シールなどに

よる意識向上 

節水活動 

※節水シールなどに

よる意識向上 

排出業者への情報提供 － 24 件 25 件 26 件 

事務用品のグリーン購入（％） － 44％ 48% 52% 

※排出係数 購入電力 0.63（kg-CO2/kWh） ※化学物質は使用しておりません。 

 

 

2014年度 環境目標実績 

○目標達成 △目標未達成但し基準年比減 ×目標未達成 

 

 

 

（７） 

環境方針 
2013年度 2014 年度 基準値に 

対する比率 
達成状況 

基準値 目標 実績 

電気（kg-CO2） 13,767 13,078 16,262 118％ × 

ガソリン・軽油（kg-CO2） 51,535 50,504 57,652 112％ × 

産業廃棄物（kg） 3,569 2,677 206,890 579％ × 

総排水量 － 節水活動 現在調査中  ○ 

排出業者への情報提供 － 24 件 28 件 116％ ○ 

グリーン購入（％） － 実態調査 58％  ○ 



6.環境活動計画の取組結果 

項目 目標 活動計画 結

果 

評価 

1 

電力の削減 

金属分別の合理化 × 目標数値は未達成でるため×評価。仕事

量の増加が原因。 

取組に関しては問題なく今後も継続して

行きたい。 

空調温度の適正化 × 

節約シールの貼り付け ○ 

2 

自動車燃料 

削減 

効率的なルートでの収集 × 目標数値は未達成であるため×評価。仕

事量の増加が原因であり社員一人一人の

削減に対する意識は向上しており今後も

継続して行きたい。 

エリア別営業の見直し × 

アイドリングストップ × 

急加速、急発進の防止 × 

3 

廃棄物の削減 

シュレッダー用紙のリサイクル化 ○ 目標数値未達成のため×評価。 

刷物の両面コピーなど社員の意識は向上

している。作業ミスも減っているため今

後も継続して行きたい。 

印刷物の削減 × 

リサイクル業者の開拓 × 

作業ミスによる廃棄物量の削減 × 

4 

排水量の削減 

蛇口付近に節水ポップ貼りつけ ○  

全体会議での節水呼びかけ ○ 

5 
グリーン購入 

グリーン購入対象品調査 △ 事務用品の購入機会がなく調査のみとな

りました。今後成果をだしていきたい。 

※今後も活動を継続してきます。 
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7.環境関連法規等の遵守状況 

法規制名 当社の該当事項 評価 

下水道法 工場内の汚水 ○ 

資源の有効な利用の促

進に関する法律（リサイ

クル法） 

非該当（非該当業種及び指定製品を製造していない）但し活動は

展開中 

例：廃棄物の再資源化、再生紙購入、 

  排水処理薬品に副生塩酸利用 

○ 

家電リサイクル法 ・家庭用電化製品(テレビ) 

・電気冷凍庫、エアコン 

○ 

廃棄物の処理及び 

清掃に関する法律 

産業廃棄物 

  廃プラスチック（軟質、硬質他） 

木屑（ﾊﾟﾚｯﾄ他） 

○ 

富山県環境基本条例 事業活動全般 ○ 

富山県公害防止条例 公害防止全般 ○ 

水質関係（富山県公害防

止条例） 

前記の水質関係施設 ○ 

騒音関係（富山県公害防

止条例） 

前記の騒音関係施設、集じん機(7.5KW以上の送風機付随のもの

に限る) 

○ 

 

8.代表者の見直し 

1年間エコアクション21に取り組みを行いましたが結果としてはCO2削減目

標未達成でした。 

主な原因は引取り件数増加と増車です。 

2014 年度の引取量 1,080ｔに対し 2016 年度は 2,290ｔ（222％）となってお

ります。それに対し自動車燃料の二酸化炭素排出量は 112％に抑えられました

ので取組みとしては成果が上がっていると思います。また、産業廃棄物の増加

は事務所移転時の片付けによる一時的なもので、活動に問題はないと考えてい

ます。 

引き続き社員全員がエコ意識をしっかり持ち、目標達成できるよう努力したい

と思います。 

 

 

 

（９） 


